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知的障害者の高齢化と障害者入所施設における職員配置数に関して 

-FIMの運動項目を用いた検討- 
 

ひだまり園  坂内 友香 

要旨 

障害者入所施設では職員数の不足が感じられることが多い。また，入所者の高齢化によって介護や医療

的ケア等が問題となってきている。 

今回は高齢者に多い障害者入所施設A(全入所者数26人。平均年齢72.3±11.1歳)において，障害者総

合支援法に定められている職員数の算出の際に用いられる各入所者の障害支援区分(以下，区分)と機能的

自立度評価法(以下，FIM)の関係性を調べた。結果は，区分６では最大値75点，最小値13点で，その差

は62点となった。 

次に障害者入所施設Aにおいて最低必要職員数と人員配置体制加算(Ⅰ)～(Ⅲ)で日勤・夜勤の各職員数

を算出し，FIMの運動項目を用いて各運動項目で何人の職員が必要になるかを検討した。結果は，一番手

厚い人員配置体制加算Ⅰを取得していても平均日勤者数は６～７人であった。FIMの食事の項目では介助

が必要な入所者は12人いるため，全員が一緒に食べ始めることは困難な状態であった。 

考察として，区分６においてFIMの運動項目の最大値75点と最小値13点でその差が62点であること

について，75点の入所者は FIMの１つの運動項目は平均 5.8点（修正自立～監視）である。一方で，13

点の入所者は全運動項目が全介助となる。これだけ介助量に差があるにも関わらず，両者とも区分６であ

ることが問題であると考えられる。障害者総合支援法では区分を障害の多様な特性その他の心身状態に応

じて支援の度合を総合的に示すものとされているが，区分６の入所者が高齢化により介護や医療的ケア等

が必要になっても，区分６より上の区分がなく制度上は職員数を増やせないという問題が生じる。 

 

キーワード：障害者入所施設，職員配置数,FIM，高齢化，知的障害者 

 

 

Ⅰ はじめに 

  障害者入所施設では障害者総合支援法に定め

られる職員数を遵守しているにも関わらず，職員

数の不足感が感じられることが多い（中山2019）。

また，近年では知的障害者の高齢化が問題になっ

てきている。知的障害者が高齢化することによっ

て今までの支援方法が次第に合わなくなっていく

と同時に，介護と医療的ケアの問題が生じてくる。 

 したがって，高齢になり身体機能が衰えた知的

障害者は介護と医療的ケアができ，知的障害者を

支援できる施設への転居が必要になるが，そのよ

うな施設が簡単に見つからない状態である。これ

は制度的な問題が大きいと考えられており，高齢

な知的障害者は介護保険法と障害者総合支援法

（もと障害者自立支援法）の狭間にある状態であ

る（石野・張 2013）。そのため，高齢な知的障害

者は現行の制度で対処するしかなく，施設職員は

知的障害に対する支援と同時に介護と医療的ケア

を担う必要が出てきていると考えられる。 

 

Ⅱ 目的 

 今回は，高齢（平均年齢72.3±11.1歳）な知的

障害者が入所している障害者入所施設 Aにて現行

の障害支援区分（以下，区分）を使った職員数の

算出方法の問題点を機能的自立度評価法（以下，

FIM）の運動項目を用い検討していく。日本では，

2016 年の診療報酬改定により回復期リハビリテ

ーション病棟入院料を算定する際に，患者の回復

期リハビリテーション病棟への入棟時と退棟時に

FIMの運動項目を採点している。 
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今回，FIMの運動項目を選んだ理由として，入所

者の日常生活動作（以下，ADL）における介助量を

客観的に数値で評価でき，知的障害をはじめ，身

体障害・精神障害等の障害があっても実際に行っ

ている介助量を評価できるためである。 

 FIMに関して，簡単に表１で説明する。FIMは，

対象者が実際にしている ADLを採点して介助量を

数値化する。FIM は大きく分けて運動項目と認知

項目の２つがあり，運動項目が13項目，認知項目

が５項目ある。各項目は１～７点で採点する。１

点は全介助，２点は最大介助，３点は中等度介助，

４点は最小介助，５点は監視・準備，６点は修正

自立，７点は完全自立である。 

 

Ⅲ 方法 

まずは区分と運動項目の FIMの関係性を調べる

ために，障害者入所施設A(全入所者数:26人。男

性：女性＝12:14。区分６:17人，区分５：４人，

区分４：４人，区分３:１人）の入所者において，

各区分の入所者における FIMの運動項目の合計点

を最大値・最小値・平均値で表し，その FIMの値

を各区分で比較する。各区分の最大値と最小値の

差を求めることで，同じ区分でも日常生活動作(以

下，ADL)介助量にどの程度差があるかを知ること

ができる。また，各区分の平均値を比較すること

で，区分間の平均介助量の差を知ることができる。 

次に，実際の日常支援を想定し，1日の平均職員

数と入所者の FIM の運動項目を用いて，ADL にお

ける介助状況を検討する。 

障害者入所施設 Aを障害者総合支援法に基づき，

最低必要職員数と人員配置体制加算(Ⅰ)～(Ⅲ)に

おける職員数の常勤換算を算出する。そして，障

害者入所者施設 Aで職員のシフトを実際に作成し

ている職員が各常勤換算の人数で日勤者数と夜勤

者数の平均人数を作成した。各常勤換算の職員数

を入所者の FIMの運動項目の点数を使用して，実

際に職員と入所者でどのような支援の状態になる

のかを検討する。 

 

Ⅳ 倫理的配慮・説明と同意 

 本研究は，所属する施設内の研究倫理委員会の

承認を受けて実施した(承認番号：2109-A)。 

 また，本人および家族には書面と口頭にて説明

し，承諾を得ている。 

 

Ⅴ 結果 

 各区分と運動項目の FIMの最大値・最小値・平

均値は表２にまとめた。 

運動項目の FIMの最大値と最小値の差をだして

いく。区分６では最大値75点，最小値が13点で

差は62点であった。区分５では最大値73点，最

小値36点で差は37点であった。区分４では最大

値 80点であった，最小値 55点で差は 25点であ

った。区分３は最大値も最小値も65点で差は０点

であった。 

表２ 各障害支援区分と運動項目の 

FIMの最大値・最小値・平均値 

 
区分が大きくなるに従い FIMの平均値が低下し

た。しかし，各区分間での差は一定ではないため，

各区分の平均値の差をだしていく。区分６と区分

５の平均値の差は23.9点であった。区分５と区分

４の差は10.5点であった。区分４と区分３の差は

0.2点であった。よって、平均値の差が最も大きか

ったのは区分６と区分５の間であった。 

区分６と区分５の間に FIMの運動項目について

t検定を実施したが有意差は認められなかった。 

 職員数と FIMの関係について，最低必要職員数

と人員体制加算Ⅰ～Ⅲにおいて，常勤換算で必要

な人数とその場合の日勤者数・夜勤者数を表３に

まとめた。（実際に勤務シフトを作成している職員

が日勤と夜勤の人数を算出した。シフトは４週10

休とし、夜勤・明けは日勤２日分で計算した。常

勤換算の小数点以下は繰り上げて計算した。） 

 

表３ 常勤換算で必要な人数と 

その場合の日勤者数・夜勤者数 

 

障害支援区分 入所者数 最大値 最小値 平均値

区分６ 17人 75点 13点 30.4±17.0点

区分５ 4人 73点 36点 54.3±16.0点

区分４ 4人 80点 55点 64.8±9.3点

区分３ 1人 65点 65点 65.0点±0点

人員配置体制加算等 必要な職員数(常勤換算) 日勤者数 夜勤者数

最低必要職員数 8.7人 3～4人 1人

人員配置体制加算(Ⅲ) 10.4人 4人 2人

人員配置体制加算(Ⅱ) 13人 5～6人 2人

人員配置体制加算(Ⅰ) 15.3人 6～7人 2人
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表１ FIM（機能的自立度評価法）の簡易説明 

「脳卒中の機能評価SIASとFIM基礎編」をもとに編集 
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障害者総合支援法により，最低必要職員数を計

算する場合に平均障害区分必要になる。 

以下に，障害者入所施設 Aでの平均障害区分と

最低必要職員数の計算式を説明する。 

平均障害区分＝（区分６の入所者数×６＋区分

５の入所者数×５＋区分４の入所者数×４＋区分

３の入所者数×３）÷全入所者数である。 

 上記の計算に当てはめると障害者入所施設 Aで

は平均障害区分は5.42となる。 

 平均障害区分が５以上の場合は，入所者の人数

を３で割った値が最低必要職員数となる。よって，

最低必要職員数は8.7人となる。 

 以下に障害者入所施設Aでの人員配置体制加算

について簡単に説明する。 

・人員配置体制加算(Ⅲ)の場合。 

直接処遇職員配置2.5:1以上なので必要な職員数

は10.4人以上となる。 

・人員配置体制加算(Ⅱ)の場合。 

直接処遇職員配置2:1以上なので必要な職員数は

13人以上となる。 

・人員配置体制加算(Ⅰ)の場合。 

直接処遇職員配置1.7:1以上なので必要な職員数

は15.3人以上となる。 

これ以外にも人員配置体制加算は条件があるの

だが，ここでは省略する。 

FIMの各運動項目における各点数の入所者数を

表４にまとめた。（階段の項目は施設内に階段が

なく、実施出来なかったので全入所者１点とし

た。）特に，５点以下の利用者には職員の介入が

必要になることから，FIMの各運動項目で，５点

以下の利用者が何人いるかが職員不足に関して重

要となると考えられる。 

表３と表４の内容に関しては考察で述べる。 

 

Ⅵ 考察 

 各障害支援区分とFIMの運動項目についてであ

るが，区分６においてFIMの運動項目の最大値

75点と最小値13点で差が62点であり，他の区

分の中で差が最大であった。これに関して，75

点の入所者はFIMの１つの運動項目は平均5.8点

（修正自立～監視）である。一方で，FIMの運動

項目が13点の入所者は全運動項目が全介助とな

る。これだけ介助量に差があれば職員の身体的負

担も大きく異なってくるにも関わらず同一の区分

であることが問題であると考えられる。 

区分５では最大値73点，最低値36点であ

り，73点の入所者はFIMの１つの運動項目は平

均5.6点（修正自立～監視）である。36点の入

所者はFIMの１つの運動項目は平均2.8点（中等

度介助～最大介助）である。区分５内でも介護量

は大きく異なってくるのが分かる。 

現在は障害者総合支援法により，入所者が同じ

区分，同じ入所者数，同じ職員数あっても，FIMの

運動項目でみると介助量に大きな差があるケース

があると考えられる。利用者の FIMの運動項目の

点数が高く介助量が少ない時は問題ないが，FIMの

点数が低く介助量が多い時には職員の身体的負担

が増加するとともに入所者にかける介助時間も増

加してしまうため，職員数の不足を感じられる要

因になるのではないかと考えられる。今回は区分

６と区分５の間に FIMの運動項目について t検定

を実施したが有意差は認められなかった。これに

ついては障害者入所施設 Aの入所者のみで行った

ため，母数の少なさが原因だと思われる。 

 職員数と FIM の関係について，FIM を使うこと

で各 ADL介助量を客観的に把握できるため，食事

や入浴などの ADLに必要な職員数や時間がおおよ

そ把握できると考えられる。 

障害者入所施設 Aの場合は最低必要職員数で平均

日勤者数は３～４人である。最も手厚い人員配置

体制加算(Ⅰ)を取得していても平均日勤者数は６

～７人となる。 

食事の項目で介助が必要な入所者が 12 人いる

が，人員配置体制加算(Ⅰ)でも職員は６～７人で

あるため，介助が必要である入所者は順番を決め

る等なんらかの対応をとるしかない。これが，最

低必要職員数の場合では，介助が必要な入所者12

人に対して職員が３人になる。このような状況で

は職員が職員数不足を感じても当然であると考え

られる。また，食事中には入所者がおかわりやト

イレを要求するケースがある。食後は服薬介助，

移動介助，歯磨き介助，汚れた衣服の更衣等を実

施するため，食事を終えた後も介助が必要な入所

者には待ち時間が発生する。知的障害のある入所 
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表４ FIMの各運動項目における各点数の入所者数 

 

者にとっては順番を待つことは容易ではない。利

用者の中には声を上げるものや，転倒リスクが高

く介助が必要でも一人で立ち上がって動こうとし

たりする。このように職員の数が多ければ容易に

解決できる問題がある場合にも職員数の不足を感

じてしまうと考えられる。 

車椅子・歩行の項目では，５点以下の入所者数

が17人である。この中で 1点（車椅子で全介助）

の入所者数は15人いる。これだけ移動の項目に介

助が必要であると，災害などの避難時には職員が

避難場所と施設を往復もしなければならない。介

護老人保健施設や特別養護老人ホームなど，最初

から高齢者に焦点を当てて作られた施設であれば

移動させやすいと考えられるが，知的障害者用に

作られた施設の場合はバリアフリーではない場合

や，エレベーターがあったとしても，車椅子が１

台しか入らないケースも多々あると考えられる。 

障害者総合支援法では区分を障害の多様な特性

その他の心身状態に応じて支援の度合を総合的に

示すものとされており，それに対して区分が用い

られている。障害者が若年で区分６であった場合，

年を重ね高齢化することで今までの支援に加えて

介護・医療的ケアが必要となる。利用者の加齢に

より職員の負担は増すが区分６以上はないので区

分は変わらない。 

食事と車椅子・歩行の項目を見ただけでも知的

障害者の高齢化に対する対応が不十分であると考

えられる。 

         

Ⅶ 今後の課題 

 今回は障害者入所施設 Aのみの結果であったた

め，区分６と区分５の差について有意差は認めら

れなかった。現在の障害者総合支援法で職員数を

決定する事項には区分５と区分６の間にほとんど

違いはない状態であるが，区分５と区分６の間に

FIM の運動項目において有意差があれば、区分６

は区分５よりも、介助に要する時間・介助量が多

いということがわかる。 

今後は，施設の数を増やして区分５と区分６の

間にFIMの運動項目において有意差があるのかを

検討する必要がある。また，各施設でFIMを用い

て入所者を評価し，職員が実際にしている介助量

を客観的に把握することで，職員への身体的負担

量や人員不足を感じる状況が客観的に提示できる

と思われる。 
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食事 整容 清拭
更衣

上半身

更衣

下半身

トイレ

動作
排尿 排便

ベッド

椅子

車椅子

トイレ
浴槽

シャワー

歩行

車椅子
階段

7点 5 6 2 11 7 2 3 4 4 4 2 3 0

6点 9 0 0 2 1 3 1 1 3 3 0 6 0

5点 0 0 1 0 0 0 4 6 4 4 0 0 0

4点 5 6 1 1 3 0 2 4 7 6 6 1 0

3点 0 3 0 5 1 4 3 1 2 3 0 1 0

2点 0 2 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0

1点 7 9 22 7 13 16 13 10 3 5 18 15 26

セルフケア 排泄 移乗 移動

運動項目

点数


